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消費者トラブルや

悪質商法にご注意ください

トラブルに遭わないためには、
・「簡単に稼げる」広告をうのみにしない！
・事業者に指示されたとしても、
遠隔操作アプリはインストールしない！

遠隔操作アプリを悪用して借金させる副業や投資の勧誘に注意！
－若者が狙われています！－

徳島県消費者情報センター

〒770-0831
徳島市寺島本町西１丁目５番地
アミコビル東館７階

TEL(相談受付):088-623-0110

啓発動画やチラシなど…
詳しくはコチラ

「アプリで画面共有をしながら、『空いている時間に見ているだけ』とＦＸの自動売
買ツールのプランの勧誘を受け、そのまま借金の申請も誘導された」など、副業や投資
に関する高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断った消費者に対して、
遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる手口が目立っています。

遠隔操作アプリは、事業者から「副業や投資の説明のために必要」「借金する方法を
教える」などと言われ、そのアプリが遠隔操作アプリであることを知らないままインス
トールするよう誘導されます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは
コチラ▼

LINE相談は
コチラ▼

遠隔操作アプリをインストールした状態で貸金業者のサイトへの登録を行うと、登録
の際に入力した個人情報を事業者に閲覧されてしまい、その結果、消費者に成りすまし
て、勝手に借金の申し込みをされる恐れがあるなど、大変危険です。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/syohisyagyosei/5032723/7205491/5032737/7203374/
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